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○
環
境
省
令
第
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
二
月
十
九
日

環
境
大
臣

若
林

正
俊

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
五
の
二
の
項
の
一
の
ロ
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
建
築
物
の
建
築
又
は
工
作
物
の
建
設
を
行
う
場
合
等
掘
削
さ
れ
た
場
所
に
土
壌
を
埋
め
る
必
要
が
な
い
場
合
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

別
表
第
五
の
二
の
項
の
一
の
ハ
中
「
土
壌
の
埋
め
戻
し
を
行
っ
た
後
、
埋
め
戻
し
を
行
っ
た
土
地
に
」
を
「
土
壌
の
埋
め
戻

し
を
行
っ
た
場
合
に
は
埋
め
戻
し
を
行
っ
た
土
地
又
は
埋
め
戻
さ
れ
た
場
所
に
あ
る
地
下
水
の
下
流
側
の
周
縁
に
、
土
壌
の
埋

め
戻
し
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
に
は
掘
削
を
行
っ
た
土
地
又
は
掘
削
さ
れ
た
場
所
に
あ
る
地
下
水
の
下
流
側
の
周
縁
に
」
に
改
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め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別添１


